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　3月下旬から4月上旬まで、日曜日に市役所柳川庁舎
の窓口を開庁します。大和庁舎と三橋庁舎は閉まってい
るので注意してください。また、手続きの内容によって

は、平日に再度市役所で手続きが必要な場合があります。
●開庁日　3月 19 日（日）、26 日（日）、4月 2日（日）
●開庁時間　午前 8時 30 分～正午

3 月 19 日、26 日、4 月 2 日の午前中に市役所柳川庁舎を開庁
日曜日を開庁して年度替わりの手続きに対応

●開庁する柳川庁舎の窓口

あめんぼ読書感想画入賞者発表　応募 139 点の中から 14 点が入賞
好きな本の心に残ったシーンを絵で表現

　市立図書館は、市内の小学生を対象
にあめんぼ読書感想画を募集しました。
今回は、139 点の応募の中から 14 点が
入賞。入賞者は次のとおりです（敬称略、
かっこ内は学校名と学年）。詳しくは市
公式サイトを確認してください。
●低学年の部　▷最優秀賞＝髙岸有

あ り さ

咲（昭代第一 2）
▷優秀賞＝古賀晴

は る き

輝（皿垣 1）、北原篤
あ つ し

史（昭代第一
2）▷優良賞＝松藤健

たける

琉（皿垣 1）、浦瑚
こ こ ね

々音（六合 2）、
北原真

ま き し

季史（昭代第一 2）、德永達
たつひこ

彦（皿垣 2）
●中学年の部　▷最優秀賞＝大橋泉

いず み

水（垂見４）▷優
秀賞＝田中いち花

か

（垂見 3）▷優良賞＝木原ひなた（藤
吉 4）
●高学年の部　▷最優秀賞＝浜田優

ゆう り

里（有明 6）▷優
秀賞＝髙椋星

せ な

那（中島 6）、荒巻愛
な る み

恵（昭代第二６）
▷優良賞＝加藤世

せいや

也（豊原 6）
【問】図書館本館（☎ 74・4111）
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●最優秀賞作品　
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読書感想画

　 低学年の部「ぼくはぼ
くだよ」　 中学年の部「い
ろどり屋」　 高学年の部

「余命一年と宣告された僕
が、余命半年の君と出会っ
た話」
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手続き 内　容 担当課

住民票
戸　籍

印鑑登録
マイナンバー

▷転入、転出、転居などの住民異動届の受け付け▷住民票の写し、
戸籍証明書の交付▷印鑑登録、印鑑登録証明書の交付▷戸籍届書（出
生届、死亡届、婚姻届、離婚届など）の預かり
※ 内容によっては当日だけで手続きが終わらないことがあります。
※ ３月のマイナンバーカードの申請・交付などに関する手続きは水

の郷の特設会場で行います。（午前９時〜午後５時）

市民課市民係
☎ 77・8472

国 保 ▷国民健康保険被保険者の転入、転出、転居の受け付け
▷国民健康保険への加入、喪失の受け付け

健康づくり課国民健康保険係
☎ 77・8506

医療年金
▷後期高齢者医療の被保険者の届け出、申請の受け付け▷公費医療助
成（子ども、ひとり親、障がい者）の申請、変更などの受け付け▷
国民年金の第 1 号被保険者と受給者に関する届け出

健康づくり課医療年金係
☎ 77・8503

水　道 ▷水道の開始届、中止届の受け付け　▷使用者名義の変更届の受け
付け▷水道料金口座振替申込の受け付け

上下水道課料金係
☎ 77・8596

図書委員会による生徒目線の取り組みで本の魅力発信
県の図書館コンクールで柳城中が優秀賞を受賞

　柳城中学校が第73回福岡県学校図書館コンクールで
優秀賞を受賞しました。同校が取り組む図書館を活用し
た授業や、全校生徒に読書を楽しんでもらおうとする図
書委員会の積極的な取り組みが評価されました。
　以前は月に１冊すら本を借りない生徒がいた同校。そ
こで同委員会は、「図書の月間未読者０人」を目標に設定。
図書委員会だよりを毎月発行し、お薦めの本や委員会活
動を紹介しています。また、イベントを企画し、本を好
きになってもらおうと試行錯誤を続けています。そんな
取り組みが実を結び、図書の未読者が激減しました。図
書委員長の富永ありささん（3年）は「これからも図書
館を快適に利用し、本を好きになってもらいたい」、副
委員長の古賀瑛

はなみち

道さん（3年）は「月間の未読者０人を
目指してほしい」と後輩への思いを語りました。

就職などで健康保険が変わるときは 14 日以内に手続きを
国民健康保険の届け出はお済みですか

　市内に住んでいる人は、職場の医療保険に加入して
いる人や生活保護を受けている人などを除いて、市の
国民健康保険（国保）に加入することになっています。
国保に加入や脱退するときは、世帯主か加入者から
の届け出が必要です。届け出が遅れると、
国保の資格を得た日までさかのぼって保
険税を納めることになったり、国保税と
社会保険料を二重に納めることになった
りします。また、他の健康保険に加入し
ていながら国保の保険証を使って受診し
た場合、市が負担した医療費は全額返してもらいます。
詳しくは、市公式サイトで確認してください。

こんなときは14日以内に届け出を
●加入　▷国保加入者が市外から転入してきた▷職場
の健康保険をやめた▷職場の健康保険の被扶養者でな
くなった▷国保の被保険者に子どもが生まれた▷生活
保護を受けなくなった▷外国人が国保に加入する
●脱退　▷国保加入者が市外に転出する▷職場の健康

保険に加入した▷職場の健康保険の被扶養者になった
▷国保の被保険者が死亡した▷生活保護を受けるよう
になった▷外国人が国保をやめる（転出、出国、就職
など）
●その他（国保加入者）　▷市内で転居した▷世帯主
や氏名が変わった▷世帯を分けた・一緒にした▷市外
の学校に入学するため、転出した▷国民健康保険証を
失くした、汚れて使えなくなった
●持ってくるもの　▷共通＝マイナンバーカードや運
転免許証などの本人確認書類、代理人が手続きする場
合は委任状、保険税の口座振替手続きには、金融機関
の通帳と通帳印、限度額適用認定証、特定疾病療養受
療証（持っている人のみ）
▷加入＝資格喪失証明書など
▷脱退＝国民健康保険証、職場の健康保険の保険証ま
たは加入証明書など
▷その他の届け出＝国民健康保険証、在学証明書など

【 問 】 市 健 康 づ く り 課 国 民 健 康 保 険 係（ ☎ 77・
8506）

国保の届け出

図書委員会の積極的な取り組みが評価された

日曜開庁


